
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

新年度(平成 28 年)度賛助会員募集中！ 
 「山脈」の設立趣旨に賛同し、私達の活動を応援してくれる方を募集します。一口 2,000 円で何口でもか

まいません。昨年に引続き、皆様の温かいご理解とご支援を宜しくお願い致します。 
賛助会員 年会費 2,000 円(一口) 

発 行   特定非営利活動法人 山 脈   理事長 笹澤 繁男 

      住  所：群馬県北群馬郡吉岡町大字南下 983-2(みやま工房内) 
      電  話：0279－54－2947 FAX：0279－54－9171 
      E-mail ：rep@npo-yamanami.jp 
      URL  ：http://www.npo-yamanami.jp/ 
            運営施設  就労継続支援 B 型事業所｢みやま工房｣ 

就労継続支援 B 型事業所「キッチンハウスみやま」 
              グループホーム｢ハーモニーやまなみ｣1 号・2 号・3 号・4 号・5 号・6 号 

(文責：笹澤賢一) 

法人からのご案内 

NPO 法人山脈のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽが新しくなりました！ 

法人の最新情報は下記のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでご覧になれます！ 

レクリエーションのご案内 

絵 画 教 室  
日 時：7 月 13 日(水) 14：00～15：00 
場 所：みやま工房 事務棟 2 階 会議室 
メンバーさんはどなたでも参加できますので、絵

に興味のある方はお気軽にご参加下さい。 

こころの健康相談はお休みです 
7 月の｢こころの健康相談｣はお休みです。次回

は 8 月 26 日の予定です。 

 

ソフトボールの練習 
日 時：7 月 23 日(土) 9：00～12：00 
場 所：前橋高等特別支援学校グランド 
持ち物：タオル、着替え、飲み物など 
みんなで身体を動かしましょう！ 

 

 
 
 

 

多機能型福祉サービス事業所｢ワークハウスみやま｣開設準備スタート！ 
 当法人では、昨年、高崎市金古に物件を取得し、就労継続支援Ｂ型の福祉サービス事業所の開設

を目指してきました。新年度に入り、高崎市障害福祉課とやり取りを重ね、高崎市の障害者福祉ニ

ーズを鑑み、この度、自立訓練(生活訓練)と就労継続支援Ｂ型という二つの福祉サービスの提供を

行う多機能型福祉サービス事業所｢ワークハウスみやま｣として開設準備を行うこととなりました。 
 今後、7 月に事前協議書の提出、8 月には指定申請を行い、10 月 1 日の開所を目指します。 
  
 
 
 
 
 
 
 

自立訓練(生活訓練)と就労継続支援Ｂ型の対象者 
 ｢ワークハウスみやま｣では、自立訓練(生活訓練)と就労継続支援Ｂ型のふたつの福祉サービス提

供を予定しています。それぞれのサービス利用者の対象者は以下の通りです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(中頁に続く) 

山脈ニュース NPO 
法人 

2016 年 

7 月号 

   

●自立訓練(生活訓練) 
  地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のために、一定の支援が必要な知的及び精神障が

いを有する者。 
(具体的なイメージ) 
① 入所施設・病院などを退所・退院し、地域生活へ移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの

支援が必要な者 
② 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活

を営む上で生活能力の維持・向上などの支援が必要な者。 
 ※利用期間は 2 年間 
●就労継続支援Ｂ型 
  就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している

者等であって、就労の機会等を通じ生産活動に係る知識及び能力の向上や維持が期待される者。 
 (具体的なイメージ) 

① 就労経験はあるが、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 
② 50 歳に達している者又は障害基礎年金 1 級受給者 
③ 就労面に係る課題等を抱えている者 
※利用期間の期限なし 



（前頁より） 
  
障害者自立支援法(平成 18 年)の施行により障害者福祉サービスは、身体、知的、精神の三障害が統

合され大きく変わり、更に障害者総合支援法(平成 25 年)に引き継がれ今日に至ります。 
 特に就労を中心とする日中活動に関する福祉事業については、障害者自立支援法施行以前は、旧法

における授産施設、そして、多くの共同作業所と呼ばれる法定外施設が担ってきました。それらの施

設には、仲間作り、生活のリズム作り、工賃による収入の確保、就職のための準備など、様々なニー

ズの方々を抱えていました。障害者自立支援法の施行により、これらの多くの施設は新法への移行に

際し、就労継続支援Ｂ型を選択しました。そして、就労継続支援Ｂ型事業所となった、今もこの多様

化した利用者ニーズを抱えています。 
障害者自立支援法における福祉サービスの事業体系は機能分化を体現化した物であり、本来、多様

化しニーズを整理し、専門性に特化した福祉サービスを提供する狙いがあったと思います。日中活動

系については、一般企業等への就職支援に特化した｢就労移行支援｣、福祉的就労の場として｢就労継

続支援Ａ型｣と｢就労継続支援Ｂ型｣、そして、地域生活の基礎となる力を養う｢自立訓練(機能訓練)｣
と｢自立訓練(生活訓練)｣の大きく３つの福祉サービスが生まれました。 
今回、多機能型福祉サービス事業所として開設を準備している｢ワークハウスみやま｣では、これま

で実施してきた「就労継続支援Ｂ型」と合わせ、新たに｢自立訓練(生活訓練)｣を実施します。 
｢自立訓練(生活訓練)｣では多様化するニーズの内、自立した地域生活を目指す利用者を対象とし、

症状の安定化、生活のリズム、コミュニケーション等の支援を日中の生産活動を通じて提供したいと

考えています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

その後の進路 

福祉サービスの利用 
（就労継続支援Ａ・Ｂ型 就労移行支援） 

多機能型福祉サービス事業所｢ワークハウスみやま｣ 

新たな試み、｢自立訓練(生活訓練)｣に挑戦！ 

【生活訓練の利用者】 

生活する上で問題行動や課題があって、 

まだ、毎日、安定した通所が難しい 

まだ、継続的な作業がまだ難しい 

【就労継続支援Ｂ型の利用者】 

症状も安定しているので仕事をしたい 

一般企業で働く自信はまだない 

それでも仕事がしたい、収入か欲しい 

【生活訓練の活動内容】 

日中活動や就労に必要な生活能力の維持・向上 

通所による生活リズム作り、生産活動の参加、 

家庭等を訪問による生活に関する支援、相談、助言 

※利用期限は 2 年間 

【就労継続支援Ｂ型の活動内容】 

就労の機会の提供、工賃の分配 

様々な授産事業を通じた就労活動、 

就労、就職に関する支援、相談、助言 

※利用期限は無し 

多機能型福祉サービス事業所｢ワークハウスみやま｣の支援 

一般企業へ就職 

  
 

 6 月 25 日(土)、｢キッチンハウスみやま｣のレクリエーションで日帰りバス旅行に行ってきました。 
出かけた場所は、茨城県大洗にある水族館｢アクアワールド｣です。送迎ドライバーさんに 1 日お付き

合い頂き、法人のマイクロバスを使い、総勢 24 名の参加でした。 
 8 時 15 分に吉岡町を出発し、北関東自動車道を使い、途中、サービスエリアに立ち寄りながら 11
時 30 分に現地に到着。まずは楽しみにしていたランチタイム！海の幸がたっぷりの海鮮丼など思い

思いに好きな食事を選んで食べました。水族館の見学は、イルカショーは時間の都合で見られません

でしたが、水槽の中を泳ぐ様々な海の生き物を見ることができました。13 時 30 分、お土産を買っ

て、現地を後にし、同じルートで 17 時に無事に吉岡町に帰ってきました。 
 今回も｢キッチンハウスみやま｣のメンバーさん有志による実行委員さんが企画をしてくれました。 
 梅雨時期なので雨が心配されましたが、1 日お天気も保ち、怪我や事故もなく楽しい旅行になりま

した。また、楽しい旅行を企画して出かけましょう！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アクアワールド大洗に行ってきました！ 

   

   

   

   

 
 


